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1今回の事例分析の前提

 今回の事例分析では、⼯事関係書類におけるeシールの活⽤事例として、⼯事請負契約
における業務報告書にeシールを活⽤している事例を採り上げる。

 ⼯事関係書類に係る企業間の電⼦データのやり取りにおいて、eシールの定義に該当する
サービスを使⽤している事例は実際に存在するが、具体的な個社名やシステム構造、発⽣
する⼯数・コストなどは営業秘密となるため、本会合における事例分析においては、⼯数やコ
ストなどについては⼀定の仮定を置いた上で分析する。



2事例の選定理由

 「eシールに係る指針」のeシールの定義に該当するサービスを提供する事業者やその他関連
会社（計10社）に対してヒアリングを⾏い、eシールのユースケースを調査したところ、⼯事
請負契約における⼯事関係書類や医療関係書類等で使⽤されていることが判明した。

 ⼯事請負契約における⼯事関係書類は「eシールに係る指針」で⽰されたユースケースの中
で、契約に紐付いて発⽣する書類に該当する。従来の紙による⼯事関係書類は、作成側
の印刷・郵送等の事務業務で発⽣する⼿間に加え、受取側においても、数多くの下請を抱
える場合、膨⼤な数の⼯事関係書類を確認、管理しなければならず、多⼤なコストが発⽣
している。

 eシールの活⽤により⼯事関係書類の完全性・真正性が担保されるとともに、書類管理に
係るコストを削減できることは、多くの企業に横展開が可能な取組であると考えられるもので
あり、eシールの活⽤⽅法として汎⽤性が⾼いことから、本事例分析の対象とした。



3⼯事関係書類のやりとりにおける従来型プロセスに係るコスト
⼯事打合せ票や業務報告書のやりとりの従来プロセス

従来プロセスにおける発注者視点のコストの試算
 紙資料で業務報告書や⼯事打合せ票のやりとりを実施すると必要なコストは下記を想定。

・発注会社︓⼯事打合せ票の送付コスト、業務報告書の真正性の確認コスト、書類保管コスト（保管スペース、書類捜索）

発注会社 受注会社A
 ⼯事関係書類の⼀例

発注会社 受注会社

着⼿前 ⼯事請負契約書
発注図⾯ 等

請負代⾦内訳書
施⼯計画書 等

施⼯中 ⼯事打合せ票 等 ⼯事打合せ票
業務報告書 等

完成時 完成通知書
⼯事完成図 等

①⼯事打合せ票で指⽰、協議、
承諾（対⾯打合せ 等）

②⼯事打合せ票に
基づいて作業を実施

⼯事現場

③紙の業務報告書を郵送
または⼿渡し

受注会社Z
②⼯事打合せ票に
基づいて作業を実施

⼯事現場①⼯事打合せ票で指⽰、協議、
承諾（対⾯打合せ 等）

③紙の業務報告書を郵送
または⼿渡し

⼯事関係書類は様々存在するが、今回は⼯事打合せ
票と業務報告書に着⽬する。

＜従来プロセスにおけるコスト試算にあたっての仮定＞
・発注会社で事務作業に従事する従業員数︓50名 ・受注会社の総数︓50社
・発注会社のひと⽉の業務⽇数︓20⽇
・各社が保有するキャビネット数︓3台（幅90cm×奥⾏40cm、資料出⼊⽤スペース100cm）
・ひと⽉の作業⽇数︓15⽇間（1作業あたり⼯事打合せ票、業務報告書が1枚必要とする）

＜発注会社のコスト︓トータルコスト試算額 約1,125千円／⽉＞
【⼯事打合せ票の送付費⽤】
・印刷コスト︓10円×1枚×15⽇×50社=7.5千円
・郵送コスト︓84円×1枚×15⽇×50社=63千円
【業務報告書の真正性確認コスト】
・真正性の確認コスト︓33円×15分×1枚×15⽇×50社=371.25千円

・オフィス坪単価︓20千円/⽉※1

・紙書類捜索に係る時間︓20分/1⽇※1

・時給︓2,000円/時（＝33円/分）※2

・印刷代︓10円
・真正性の確認時間︓15分/枚/⽉※3

※1︓Web調査にて概算を算出 ※2︓令和2年度厚⽣労働⽩書の正社員の
平均時給1,976円に基づいて概算を算出

④送付元の確認

④送付元の確認

【各種書類の保管コスト】
・保管スペースコスト︓20千円×1.14坪=22.8千円
・書類捜索コスト︓33円×20分×50⼈×20⽇=660千円

※3︓総務省令和2年度調査委託
事業における調査結果の平均値

【試算対象】



4電⼦化プロセスにおける⼯事関係書類のやりとり
⼯事関係書類書類（業務報告書）のやりとりを電⼦化した際の流れの⼀例（eシール活⽤）

 eシールを付すサービス料⾦が必要となるが、紙資料のやり取りの際に必要であった紙資料の保管コストや書類捜索コスト等の各種
コストを削減することが可能。

 対⾯で契約関係書類（⼯事業務報告書等）の受け渡しを実施しなくとも、電⼦データの作成者の真正性およびデータの完全性
を担保したデータのやり取りが可能。

※⼯事打合せ票は
作成主体が変更

発注会社

受注会社

①⼯事作業指⽰

③⼯事業務報告書
作成

⑥eシール⽂書
受け渡し

⑦eシール検証

④アップロード

⑧ダウンロード

②⼯事作業実施

⼯事現場

eシール使⽤・電⼦化のメリット

＜コストメリット試算にあたっての仮定※1＞
・eシールの定義に該当するサービスの基本料⾦︓16千円※2

・送信料︓275円※2

・真正性の確認時間︓0.03分/枚/⽉※3

・電⼦書類保管に係る時間︓5分/1⽇※4

＜発注会社のコスト︓トータルコスト試算額 約388千円／⽉＞
・真正性の確認コスト︓33円×0.03分×1枚×15⽇×50社=0.74千円
・電⼦書類保管コスト︓33円×5分×50⼈×20⽇=165千円
・eシール⽣成コスト︓16千円＋275円×1枚×15⽇×50社=222.25千円

※2︓クラウド型電⼦署名サービスの料⾦体系を
Web調査し、2社の平均値を算出

※3︓総務省令和2年度調査委託事業における調査結果の平均値
※4︓概算を算出

前⾴で試算したコスト
と⽐較して
▲約737千円／⽉

※1︓データ保存に係るストレージ費⽤は、データ容量課⾦ではなく、ユーザ
課⾦を想定し、保管容量が増加することによるコスト増はないものと仮定

【試算対象】
ファイル共有サービス（eシール⽣成機能を有する）

⑤eシール付与

認証局

⑨送付元
⾃動検証

本ケースでは、特定のファイル共有サービスがeシール⽣成機能を有するケースを想定して
いるが、“認証局がeシール⽤電⼦証明書を発⾏する事業とともにeシール⽣成機能を有
するサービス形態”や“独⽴してeシール⽣成機能を提供するサービス形態”も存在する。

eシール
⽣成機能

受注会社の
eシール⽤

電⼦証明書発⾏
※サービス利⽤
開始時Signature秘



5

⼯事業務報告を
作成する会社
（受注会社）

⼯事業務報告を
受領する会社
（発注会社）

担当者

eシール活⽤のイメージ（⼯事業務報告）

⑩ ⼯事業務報告書を作成、アップロード

⑭ 受領（ダウン
ロード）、⾃動検証

クラウドサービスを利⽤して、⼯事業務報告に対してリモートでeシールする事例

組織の実在性等を
確認する事業者
（認証局）

② 利⽤契約（組織の実在性確認資料の提出等を含む）

③ 組織の実在性確認・申請意思確認
④ サービスの利⽤認証

⼯事業務報告

データ発⾏時に⾏われる処理（毎回）

⑬ クラウドサービスを通じて
⼯事業務報告を送信

利⽤契約時に⾏われる処理（初回）

⑪ 鍵認可（eシール⽣成要求）

eシールが付与された
⼯事業務報告書

① サービス連携

※⼯事打合せ票も同様のフロー

eシール⽣成機能を有するファイル共有サービス提供事業者

⑫ eシール付与

⼯事業務報告

電⼦証明書

Signature

電⼦⽂書

⼯事業務報告

秘

eシール⽣成機能
⑤ 署名鍵の⽣成
署名鍵の管理

⑧ 電⼦証明書送付

⑦ 電⼦証明書の発⾏
SignatureSignature

⑥ eシール⽤電⼦証明書発⾏要求

eシール⽣成事業
者が受注会社の
署名鍵を管理

⑨ ⼯事業務報告書
の作成を要求

暗号化
電⼦⽂書
ハッシュ値

eシール



6eシールに係る指針に関する論点と考察
# 項⽬ 論点 ユースケースを踏まえた考察

1 eシールの分類
(レベル)

⼯事関係書類に関わるデータや公共⼯事
への⼊札において、総務省認定レベルのe
シールを使⽤することが適当か。

⺠間の⼯事請負で発⾏される各種⼯事関係書類であれ
ば、総務⼤⾂認定制度外のeシールで⼗分と考えられる。

⼀⽅で、建設業法で保管が義務づけられている⼯事関係
書類も存在しており、保管期間中に当該書類データの真
正性・完全性を担保するために、認定eシールを使⽤するこ
とを推奨するかは議論の余地があり。

公共⼯事において、提出される各種⼯事関係書類につい
ては、提出会社の真正性を担保するため、認定制度のe
シールを使⽤することを推奨するかは議論の余地あり。

公共⼯事の電⼦⼊札において、eシールを使⽤するために
は、GPKIやLGPKI等で使⽤される電⼦署名⽤認証局と
同等レベルの技術基準を設けるとともに、ブリッジ認証局と
の相互認証が必要。

2
eシール⽤電⼦証
明書の発⾏対象と
なる組織等の範囲

⼯事関係書類に資料するeシールの組織
等の範囲は、企業単位で問題ないか。

⼯事関係書類を実際に作成し発⾏するのは、企業内の事
業所・営業所・部⾨レベルの単位となるが、データの発⾏元
証明としては企業単位が判明すれば⼗分であると考えられ
る。

3
組織等の実在性・
申請意思の確認
の⽅法

⼯事関係書類を発⾏する組織の実在性確
認とeシール使⽤の意思確認は可能か。

発⾏元証明として企業を識別することで⼗分であれば、実
在性確認は可能。

 eシール使⽤申請時に企業代表者の意思を確認できれば
よい。

4
eシール⽤電⼦証
明書のフォーマット
及び記載事項

組織識別⼦の単位は企業単位で問題ない
か。

法⼈番号を始めとする企業単位の組織識別⼦で問題な
いと考える。



7eシールに係る指針に関する論点と考察
# 項⽬ 論点 ユースケースを踏まえた考察

5
認証局/利⽤者
の秘密鍵の管理
に係る基準

秘密鍵の管理は誰が、どのように実施するか。 今回のユースケースはリモートeシールのケースを想定しているため、リモートeシール⽣成事業者が管理することを想定。

6 eシールを⼤量に
⾏う際の処理

⼯事関係書類において、eシールを⼤量に⾏
う処理が必要か。

⼯事関係書類は多数存在しており、多くの⼈が連携して
管理していることから、⼤量発⾏のニーズが存在し、複数の
対象データに⼀括でeシールできる必要がある。

 eシールに係る指針では、⼀括でeシールを⾏うことを認めて
いるため、同様の⽅針で制度設計を⽬指す⽅針でよいと考
える。

7 リモートeシールに
おける認証

⼯事関係書類において、リモートeシールの
ニーズはあるか。

今回のユースケースでは、リモートeシールが使⽤されており、
ユーザがeシールを意識せずに、クラウドサービス上でeシール
が⾃動的に付されることが望ましい。

本検討会で認定制度を検討するスコープは、eシール⽤電
⼦証明書を発⾏する認証局が実施する認証業務であるた
め、制度設計時にリモートeシールに対して配慮すべき点を
次⾴に記載する。

8
利⽤者におけるe
シール⽤電⼦証
明書の失効要求

組織内で複数⼈での利⽤が想定される場合、
誰の失効要求を受付け、処理するか。

組織内の複数⼈が利⽤することが想定され、指針では、当
該秘密鍵の失効を要求できる者についてはeシール⽤電⼦
証明書の発⾏を要求できる者（法⼈であれば代表者⼜
は代表者から委任を受けた者）に限定しているため同様の
⽅針で制度設計を⽬指す⽅針でよいと考える。



8リモートeシールに係る論点について

 本事例分析で⽰したとおり、eシールを広く普及させるためには、ユーザがeシールを意識せず
に付すことができるリモートeシールの活⽤が求められる。

 リモート署名とリモートeシールでは、両者の技術要件に差異は存在しないため、両者で⼀体
感を持った検討を進めていくことが望ましいと考えられる。

 リモート署名⽣成事業者に係る論点を始め、現在デジタル庁でリモート署名について議論を
進めているところであり、eシールの認定制度を検討していく上でも、これらの議論を注視する
必要がある。

 そのため、デジタル庁の議論を踏まえて検討する必要がある「リモートeシール⽣成事業者」に
係る規律については引き続きの検討課題とし、年度末にかけて本検討会で議論する内容と
しては「認証局」に係る論点にフォーカスした⽅が良いと思われる。

 具体的には、秘密鍵の作成・管理主体を「利⽤者」と「認証局」に限定しない制度とし、第
三者であるリモートeシール⽣成事業者が秘密鍵の作成・適切な管理をできるようにしなけ
ればならないと考える。


